
Ｑ１．学会の会員であるか確認する方法はありますか。

Ａ１．給与明細で「会費」が控除されていれば会員です。または所属施設の総務担当者
までお問い合わせください。

Ａ３．ご加入中の契約については、満期を迎えるまでは続けてご加入いただけます。
ただし、保険料については退職時に未払分を一括で取扱代理店に直接お支払いい
ただく必要がございます。 

Ｑ３．退職した場合、契約を続けることはできますか？

Ａ２．現在ご加入の自動車保険を解約していただき団体扱で再度加入いただくことにな
ります。解約のタイミングによっては不利益が生じることがございますので、一
度ご相談ください。

Ｑ２．現在、長期の自動車保険に加入しています。途中で団体扱に変更できますか？

皆さまからのご質問


